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収益的収支

資本的収支

区分 予算現額 収入済額 収入率

水道事業収益 ２億４,８８１万円 ９８.９０％

区分 予算現額 支出済額 執行率

水道事業費用 ２億５,３５３万円 ９６.４％

区分 予算現額 収入済額 収入率

資本的収入 １千円

２億４,６０５万円

１０４万円 １００％

区分 予算現額 支出済額 執行率

資本的支出 １,６０５万円

２億４,４５２万円

１,５３８万円 ９５.８％

３９億２，９７０万円（８２．６％）

６億２，２５７万円

５億２，０１９万円

４，７０８万円

２億８，０８７万円

４，４８７万円

５億１,９８０万円

５億７，８３９万円

４億９，９６３万円

４，７１３万円

２億６，７９５万円

４，０９２万円

１億８,５１７万円

９２．９％  

９６．０％  

１００．１％

９５．４％  

９１．２％  

３５．６％  

５億５，４７７万円

４億４,８９７万円

４，５５６万円

２億４，９９１万円

３，９４３万円

１億８，５１６万円

８９．１％  

８６．３％  

９６．８％  

８９．０％  

８７．９％  

３５．６％  

区　　　　　分 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率

国民健康保険事業勘定特別会計
介護保険事業勘定特別会計
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
下 水 道 事 業 特 別 会 計
戸別合併処理浄化槽特別会計
宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計

平成２８年３月３１日現在で、平成２７年度（繰越分を含む）の村の予算がどのように
使われたか、執行状況をお知らせします。

平成27年度平成27年度下半期下半期予算執行状況予算執行状況平成27年度下半期予算執行状況

公債費

収入済額（収入率）

１億９，３４５万円

１億８，５９８万円（９６．１％）

５億１，４３４万円

４億８，３４７万円（９４．０％）

３億４，９２０万円

３億４，４１７万円（９８．６％）

７億３，１９５万円

６億３，５３４万円（８６．８％）

４億９，３０４万円

３億９，１１４万円（７９．３％）

４億１，２０８万円

２億１，７４８万円（５２．８％）

４億１，４８６万円

３億５４８万円（７３．６％）

７億７，４６２万円

６億９，４１７万円（８９．６％）

８億７，１８４万円

６億７，２４７万円（７７．１％）

４７億５，５３８万円

予　算　額
支出済額（執行率）
予　算　額

２億１，９８８万円（７３．５％）

９，０１５万円

８，３５４万円（９２．７％）

財産収入

２億９，９０８万円

９，８３３万円

８，６１７万円（８７．６％）

５億７，３２６万円

４億１，３１０万円（７２．１％）

５億６，３２９万円

４億１，４０９万円（７３．５％）

３億２，５１０万円

１億６，６３０万円（５１．２％）

９億７，８６１万円

９億７，８６１万円（１００．０％）

１３億９，９８２万円

１４億５，４８２万円（１０３．９％）

４７億５，５３８万円

４１億４，９４３万円（８７．３％）

県支出金

使用料及び
手数料

国庫支出金

繰入金

村　債

地方交付税

村　　　税

商工費

４億２，７７４万円

３億３，２９２万円（７７．８％）
その他 その他

総務費

教育費

災害復旧費

衛生費

民生費

土木費

歳入合計 歳出合計

〔一　般　会　計〕

〔特　別　会　計〕

〔水道事業会計〕
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●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

　村では、待機児童解消のため『大衡村地域活動支援センター』（旧保育園）において、６月１日よ
り地域型保育事業（小規模保育事業）を開始します。同センターでは、現在「障害児放課後預かり事業」
を行っておりますが、「小規模保育事業」は別室において実施します。
　入園を希望される方は健康福祉課子育て支援室へ申請されますようお知らせします。

１．利用申込み及び支給認定申請について
　《受付期限》５月１３日（金）まで
　《受付場所》健康福祉課子育て支援室（福祉センター内）
　《必要書類》支給認定申請書・家庭状況調査票・就労証明書ほか（用紙は健康福祉課にあります。）
　《注意事項》※育児休業明けなどで年度途中の入園を希望される場合も、この期限までに申し込みください。
　　　　　　※保護者の就労状況が不明確や就労時間が月６４時間未満、求職活動中の場合は、入園
　　　　　　　できないことがありますので、ご了承ください。
　　　　　　※入園決定は、入園基準に該当し保育の必要性が高い方からとなります。

３．利用者負担について
　利用者負担額は、保護者の世帯の所得に応じた市町村民税課税額により村が決定し、保護者が直接
保育園に支払います。
４．開園までのスケジュール　

小規模保育事業「万葉にこにこ保育園」が開園します！小規模保育事業「万葉にこにこ保育園」が開園します！小規模保育事業「万葉にこにこ保育園」が開園します！

園　　名

教育・保育方針

定　　員
対　　象

保育時間

３月２８日（月）～５月１４日（土）予定
４月１１日（月）～５月１３日（金）
４月２５日（月）
５月１６日（月）
５月中旬予定
６月１日（水）予定
６月２日（木）予定

大衡村地域活動支援センター改修工事
「万葉にこにこ保育園」入園申込受付
第１回　面接　※４月２２日まで受付の方
第２回　面接　※４月２２日以降受付の方
入園選考・入園決定・保護者説明会
「万葉にこにこ保育園」入園式
「万葉にこにこ保育園」開園（慣らし保育開始）

万葉にこにこ保育園（社会福祉法人　三矢会）
場所 : 大衡村地域活動支援センター内（旧保育園）

（１）元気でのびのび明るい子ども
（２）自然に親しみ、思いやりや優しさのある子ども
（３）年齢に合わせた知識、創造性のある子ども

１２名（０歳児：３名、１歳児：６名、２歳児：３名）
３号認定（保育認定）生後６カ月～満３歳に達した日以降の最初の３月３１日まで

開園時間　午前８時３０分～午後４時３０分
※上記以外の時間外保育は行いません。
※土曜日、日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日は休園です。

２．地域型保育事業（小規模保育事業）について

■問い合わせ先　健康福祉課子育て支援室　☎３４５－０２５３

5/1 ～ 5/31　児童福祉月間　　「その笑顔　未来を照らす　道しるべ」
児童の権利についての理解を深めるため、毎年５月を児童福祉月間と定めています。


